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本修士論文「持続可能な地域コミュニテイ

の構築一朝倉台の実践から一」は、新しいコ

ミュニテイの創造に向け、地域住民や地域コ

ミュニティがどのように変化していったのか

を、ニュータウンのコミュニティ形成の歴史

の中で実証的に捉え、その新しいコミュニ

テイが本当に持続可能な地域コミュニティな

のか、持続可能なコミュニテイ構築へ向けて

課題と何が必要かを探ろうとする試みである。

奈良県桜井市朝倉台を実証研究の対象とし、

朝倉台コミュニテイ発展史の中で、どのよう

に地域活動団体が結成されていったかを追跡

し、発展段階に伴い生じた課題や課題解決に

向けての各取り組みを検証しつつ課題から何

が必要かを考察している。

まず、国や地方自治体の地域コミュニテイ

政策の現状と課題を整理し、持続可能な地域

コミュニテイの定義を明確にする。持続可能

性は1987年「環境と開発に関する委員会」で

定義したことに始まり、 1994年「オールボー

憲章Jで「環境、経済、社会Jの3側面から

捉えられるようになった。日本においても

様々な概念が出されたが、本論文では持続可

能性を環境的側面から捉えるのではなく理想

状態を維持継続することとし、持続可能な地

域コミュニティを、比較的長いタイムスパン

の中で安心安全な生活が維持できる社会とす

る。

日本におけるコミュニティ政策を高度経済

成長期以降3段階に分け概観し、住民が安心

して生活できる地域コミュニティを築くには、

制度改善に加えコミュニティに立脚した視点
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が重要で、国の新しいコミュニテイ作りの長

期ビジョンが不明確で、 トップダウン方式の

政策で現実対応との聞にズレがあると指摘、

住民自身の地域活動からのボトムアップ方式

のコミュニティ形成を求めていくことである

とする。

これを検証するため、まず朝倉台のコミュ

ニティ形成の歴史を開発当初から現在まで自

治会歴史を 4期に分け、ボランテイア・アソ

シエーションの発生や関係を人口動態との関

係を図式化しながら明らかにする。宅地造成

期 (1976年-1980年)は、入居開始時期で地

籍上は従来の大字(区) 4区の町内会と通称

朝倉台の9つの各町内会の二重町内会の加入

であったが、町内会は町会長を選出するなど

コミュニテイの萌芽が見られるとする。創成

期 (1981年-1989年)は人口1700人を超え、

住民の強い要望により 9町内会で朝倉台自治

会が設立され、地籍上は4大字のまま、朝倉

台自治区として旧村町内会から分離独立。人

口が約3000人800世帯の頃、地籍も朝倉台と

なる。朝倉台コミュニティが明確化してくる

時期とし、自治会の中に専門委員会、大神神

社の氏子団体「明神講」を設置、また子ども

会や老人クラブができるなどコミュニテイ内

のアソシエーションの形が第2段階とする。

形成期(1990年-1999年)は住宅地が完成し、

人口3486人、 1032世帯と居住者は最も多く、

それを頂点に人口減少、高齢化社会に突入す

る。自主防災会や自主的ボランテイア団体が

設立されコミュニティが活発化し、朝倉台の

コミュニテイが確立したとする。成熟期

(2000年-2009年)は自治会設立から20年を

経て、高齢化率18%、年少者人口比率11.1% 

になり高齢化問題が浮上する。自治会に高齢

者福祉対策委員会が設置、ボランテイア朝倉

台が結成され、地域課題に対処するため各団

体が連携した「朝倉台安心・安全ネットワー

ク」ができる。ネットワーク化により、朝倉

台コミュニティの活性化とする。またこの時

期コミュニティ内のアソシエーションは第4

段階の形になったと見る。しかし、朝倉台コ

ミュニティは自治会、朝倉台安心・安全ネッ

トワーク主導でボランタリー・アソシエー

ションが結成されてきたが、純粋住民有志に

よるものは4団体に過ぎないと指摘する。

次に、コミュニティの形成・発展過程で、

時代の要請とともに発生した各アソシエー

ションがどのような課題に取り組み、質的変

容をしたか、また行政の関与を検証する。そ

の結果、創成期に設立された組織や団体のほ

とんどが当初は地域課題解決対応型であった

が、次第に地域問題の取り組みへの関心が薄

れ、行政主導による社会奉仕型や自己充実型

へと変化していると指摘する。

しかし、高齢化問題に対応して朝倉台安

心・安全ネットワーク活動はコミュニテイパ

スの運行など実現させるが、実際の孤独死問

題から、個人情報保護法が孤独死を防ぐには

ネックになっており、個人情報保護法の改正

を含む住民への正しい認識と利用の必要性と

組織団体の再組織化を導いている。

朝倉台ネットワーク活動の取り組みや課題

から、国の政策、市行政の施策、地域住民自
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身の 3つの矛盾が存在すると指摘する。匡lの

政策では、高度経済成長期以降は従来型町内

会を否定する新しいコミュニテイ政策を採り

ながら、実際には小集団で政策提言できない

町内会を数多く作り、大規模なボ、ランタ

リー・アソシエーションの出現を拒むという

矛盾する政策展開をしてきたこと。市行政で

は、国の政策に基づくコミュニティ施策の展

開を図りながら町内会を行政下部組織化し、

公的性格を与えたこと。地域住民自身も自治

会、行政主導型ボランテイア、自主的ボラン

ティアも最後は逃げの姿勢が見え、個別住民

も近隣を重視しながらも役員のなり手不足や

最後は身内しか頼れない不安の矛盾があると

する。

以上から、持続可能な朝倉台コミュニティ

であるには、世代交代の必要性、意識改革の

必要性、そして根本的 3つの矛盾の解消が将

来課題であるとし、朝倉台の立地優位性から

若年世代の流入促進、高齢者の見守り活動、

子育て支援活動が重要で、あるとする。その解

決策として地域住民自身が自立的・主体的に

地域にかかわり続ける、地域住民・団体の連

携の強化・拡大を図る、行政との協働型地域

コミュニテイづくりを通じ信頼感を形成する、

聞が法整備を含めた政策の整合性をはかり、

地域コミュニティの構築の環境を整えること

であると結論付ける。
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